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◆◆◆　令和６年度も健全な財政運営に努めました　◆◆◆◆◆◆　令和６年度も健全な財政運営に努めました　◆◆◆

令和６年度決算のあらまし令和６年度決算のあらまし
令和６年度一般会計をはじめとする各会計の歳入歳出決算が９月の定例議会で認定されました。
一般会計では歳入38億5,248万円、歳出が34億7,769万円で差し引いた形式収支は３億7,479万円の黒字となり

ました。また翌年度に繰り越すべき財源5,786万円を控除した実質収支３億1,693万円のうち、１億6,000万円を繰上
償還財源、１億5,693万円を純繰越金として翌年度へ繰り越しました。
　また、財政運営の健全度を示す指標「実質公債費比率」は、▲４．３％と昨年数値より０．３ポイント下向きましたが、
昨年同様、非常に健全な財政運営を推進しています。
※１　自治体の財政健全具合を示す指標で、公営企業会計も含む、一般財源に占める借入れ返済額の割合を示すもので、
　　　数値が高くなるほど財政を圧迫しています。

 

自主財源
　1,424,393
　　（37.0）

自主財源
　1,424,393
　　（37.0）

依存財源
2,428,090（63.0）

依存財源
2,428,090（63.0）

投資的経費
564,433
（16.2）

投資的経費
564,433
（16.2）

消費的経費
2,913,262（83.8）
消費的経費

2,913,262（83.8）

歳　入
3,852,483
歳　入

3,852,483

村税
348,322
（9.0）

繰越金 
295,241
（7.7）

使用料及び手数料
115,596（3.0）

諸収入
78,336（2.0）

災害復旧費
23,278（0.7）繰出金

148,570（4.3）

維持修繕費 94,083（2.7）

投資・出資・貸付金 31（0.0）

繰入金
533,600
（13.9）

寄付金
13,004（0.3）

財産収入
21,032（0.6）地方交付税

1,538,433
（39.9）

人件費
530,803
（15.3）

国庫支出金
248,647
（6.4）

国庫支出金
248,647
（6.4）

環境性能割交付金 4,148（0.1）
法人事業税交付金 6,070（0.2）
ゴルフ場利用税交付金 7,811（0.2）

地方譲与税 42,520（1.1）
地方消費税交付金 87,161（2.3）

補助費等
1,031,417
（29.6）

物件費
493,450
（14.2）

物件費
493,450
（14.2）

積立金131,448（3.8）

公債費
186,482
（5.4）扶助費

296,978
（8.5）

普通建設事業費
541,155
（15.5）

分担金及び
負担金
19,262（0.5）

地方特例交付金 18,504（0.5）
諸収入 51,848（1.3）

配当割交付金 2,586（0.1）
株式等譲渡所得割交付金 3,447（0.1）
利子割交付金 142（0.0）
自動車取得税交付金 202（0.0）

単位：千円（％）令和６年度 歳入歳出決算状況

歳　出
3,477,695
歳　出

3,477,695

村債
290,100
（7.5）

村債
290,100
（7.5）

県支出金
126,471（3.3）
県支出金
126,471（3.3）

災害復旧費
6,789円（0.7%）
道路、河川、水路、農地の復旧に

人口 3,429人
Ｒ6．10．1現在

議会費
9,566円
（0.9％）議会運営に

総務費 198,547円
（19.6%）職員給与など
行政運営と積立金

民生費 210,699円
（20.8％）福祉や
将来の暮らしのために

衛生費 189,555円
（18.7%)
ゴミ処理や予防衛生に

農林水産業費
45,907円（4.5%）
農林業の振興と活性化に

商工費 33,405円
（3.3%）観光・商工業の
振興と活性化に

土木費 161,766円
（15.9%）道路整備など
住みよい村のために

消防費
29,548円
（2.9%）防災活動や災害予防に

教育費 
74,035円
（7.3%）教育のために

公債費
54,384円
（5.4%）繰り上げ償還含む

村民ひとり当りの納税額
71,334円（法人除く）

村　民　税 固定資産税 軽自動車税 た ば こ 税 入　湯　税

36,547 円 22,585 円 5,927 円 5,471 円 804 円

村民ひとり当りに使われたお金　1,014,201円（目的別歳出）
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令和６年度決算における財政健全化比率について
平成１９年度から、公表が義務づけられました「地方公共団体

の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」により本村の
財政健全化比率を公表します。

下條村の令和６年度決算に基づく「健全化判断比率」「資金
不足比率」等は以下のとおりで、一般会計、特別会計共に黒字
となり、健全な財政運営が行われています。

（単位：％）

区　分 実質赤字
比　率

連結実質赤字
比　率

実質公債費
比　率

将来負担
比　率

資金不足
比　率

令和6年度決算
健全化判断比率 － － ▲ 4.3 － －

特別会計・公営企業会計の決算

会計区分 歳　　入
（対前年比）

歳　　出
（対前年比）

国 民 健 康 保 険 2 億 7,443 万円
（▲ 7.8％の減）

2 億 7,416 万円
（▲ 6.8％の減）

後 期 高 齢 6,031 万円
（13.6％の増）

6,031 万円
（13.6％の増）

介 護 保 険 5 億 3,708 万円
（3.5％の増）

5 億 1,340 万円
（1.6％の増）

簡易水道
事業会計

収益的収支 1 億 4,469 万円 1 億 6,203 万円

資本的収支 5 億 600 万円 5 億 2,214 万円

主な村づくり事業
【第１２メゾンコスモス建設事業
事業費：１億 3,329 万円（6 年度分）
うち地方債：1 億 1,900 万円】
　粒一北地区に鉄筋コンク
リート造３階建の若者定住促
進集合住宅を建設しました。全
１５戸のうち９戸は１Ｋの単身
世帯向け、６戸は２ＬＤＫのファ
ミリー向け仕様となっていま
す。令和6年度から建設を開始
し、令和７年９月末に完成しま
した。

【ケーブルテレビ自主放送設備等
整備事業 事業費：4,015万円】

ＣＡＴＶ網における村内イン
ターネット設備を導入してから
約１６年が経過していたため、
今年度は各お宅に設置してる、
音声告知、ケーブルテレビ機器
の更新工事を行いました。

これにより家中のテレビや
録画機で、一部のＢＳ／ＣＳ放
送の視聴・録画が可能となりま
した。

【資材支給事業 事業費：890万円】
　生活環境を整備し、より住
みよい村づくりを推進するた
め、住民の皆さんの協力によ
り道路、水路の改修など資材
支給事業が44ヵ所施工され
ました。（重機借上げ含む）

【中学校海外研修事業
事業費：903 万円

うち参加者負担：268 万円】
海外の多様な文化に触れ、教

養を深めることを目的とし中学
生１・２年生を対象としてグアム
へ３泊４日の研修を実施しまし
た。近年は新型コロナウイルス
感染症の影響もあり、６年ぶり
の海外研修事業の実施となりま
した。

【しもじょうＷＥＢポータル構築
事業費　事業費：2,869万円

うち国費：1,4３５万円】
　村内店舗やイベント等の情
報を一元的に集約・発信する
目的で「しもじょうＷＥＢポー
タル」を構築しました。誰でも
気軽に情報を投稿できる仕組
み を 設 け て
おり、地域全
体 で 情 報 を
共有、発信す
る場として活
発 に 利 用 さ
れるよう普及
に 取 り 組 み
ます。

【フレイル予防健康増進事業費：	
80８万円（トレーニングマシン６０６万円）

うち助成金：387万円】
　住民の皆様の健康づくり
の一環として、トレーニング
マシン 4台を導入し、飯田
病院のリハビリの先生によ
る「飯田病院フレイル予防教
室」を開始しました。令和
6年度は 1
回 あ た り
25名累計
1,266名
の 参 加 が
あ り 大 変
好評です。

【リフレッシュパーク遊具新設・
改修工事：1,254万円

　うち地方債：  190万円
公共施設整備基金： 900万円】
子 ど も に 人 気 の ロ ープ

ウェイは安全面を考慮し、木
製から鉄製に更新しました。
また、ローラー滑り台の修
繕を行い、耐久性の強化、安
全強化を図りました。

※実質赤字比率	 一般会計の赤字の程度を指標化したもの
で、 財政運営の深刻度を表したものです
赤字がないため「-」で表示しています

※連結実質赤字比率	 すべての会計を合算し、村全体としての
赤字の程度を指標化したものです
赤字がないため「-」で表示しています

※将来負担比率は、借入金や将来負担する実質的な負債がない
ため「-」で表示しています。

※資金不足比率は、簡易水道事業会計の資金の不足度を示すも
ので黒字のため「-」で表示しています

令和 6年度から下條村簡易事業は特別会計から公営企業会
計へ移行しました。
※収支の不足分は内部留保資金（減価償却費など実際にお
金の支出がない費用計上によって生じた資金）等で補て
んします。

【つどいの広場運営
事業費：439万円】

　子育て中の親子が気軽に集
い、相互交流や育児リフレッ
シュの場として大勢の方にご
利用いただいています。
令和６年度から開所日を週４
日から週５日に増やし運営し
ています。



１．職員の任命及び職員数に関する状況（令和７年度）
　　新規採用　３名（Ｒ７．４．１付け）　　退職　１名（Ｒ７．３．３１付け）

（各４月１日現在）

年度
一　　般　　行　　政 特別行政 公営企業

合計
総務 税務 戸籍等 農林 土木 民生 衛生 小計 教育 水道

Ｒ７ １１ ３ ３ ５ ３ １８ ３ ４６ ５ １ ５２

Ｒ６ １２ ２ ３ ５ ３ １７ ３ ４５ ４ １ ５０

比較 －１ １ ０ ０ ０ １ ０ １ １ ０ ２

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含んだ数です。

２．職員給与費の状況（普通会計決算）
（単位：千円）

区　分 職員数（Ａ）
給　与　費

１人当たりの給与費
（Ｂ／Ａ）

給　料 職員手当 計（Ｂ）

６年度 ４９ 人 １６６，８４４ ９３，１４４ ２５９，９８８ ５，３０５

（注）普通会計予算に属する職員におけるもので、公営企業会計に属する職員は含まれておりません。

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　　①１日の勤務時間　　　８：３０～１７：１５　　７時間４５分
　　②１週間の勤務時間　　３８時間４５分
　　③勤務時間を割り振らない日　土曜日及び日曜日
　　④休　　　日　　国民の祝日に関する法律に規定する休日 ・１２月２９日から１月３日
　　⑤休暇の種類　　年次休暇・療養休暇・特別休暇・介護休暇・組合休暇

４．職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）
　　①分限処分　地方公務員法第２８条第２項第１号及び職員の分限に関する条例第３条第２項の規定に

よる休職（心身の故障のため、長期の休養を要する場合）　　該当なし
　　②懲戒処分　 該 当 な し

５．職員の服務の状況　　良好

６．職員の研修状況（令和６年度）
　　長野県市町村職員研修センター主催の研修等各種研修　６講座のべ１５名
　　下伊那郡町村会主催　新規採用職員研修　２名

７．職員の福祉及び利益の保護の状況（令和６年度）
　　①加盟団体　長野県市町村職員互助会・下條村役場職員互助会
　　②公費負担状況　長野県市町村職員互助会５６２，４１１円、下條村役場職員互助会 公費負担なし

８．下伊那公平委員会報告
　　①勤務条件に関する措置要求　　　　　なし
　　②不利益処分に関する不服申し立て　　なし
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下條村 人事行政の運営等の状況を公表します下條村 人事行政の運営等の状況を公表します



このページに関するお問い合わせは、総務課 企画財政係へ　電話　27−2346
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移住定住促進事業移住定住促進事業

「第21回ふるさと回帰フェア2025」が開催されました「第21回ふるさと回帰フェア2025」が開催されました
　全国から延べ７００の自治体が大集合し国内最大級の移
住イベント「第２１回ふるさと回帰フェア２０２５」が９月
２０日（土）東京国際フォーラムにて行われ、昨年に引き
続き出展いたしました。
　下條村ブースには９組１４名の方が相談に立ち寄ってく
ださいました。コロナ禍以降ライフスタイルも多様化し、
地方移住を検討している方が増えてきています。来場者
に少しでも立ち止まってもらえるようブース装飾にも工
夫しました。
　今後もこのようなフェアをきっかけに村を知ってもら
い、村の魅力やリアルな地方暮らしを発信していきます。

関係人口創出・拡大事業
「高校生による魅力発信プロジェクト」を実施中
　下條村では、早稲田大学公認団体の「結の芽」と連携し、高校生による魅力発信プロジェクト
を実施しています。
　このプロジェクトは、進学に伴って村外へ通学するようになり、段々と村との関わりが少なく
なっていく高校生に対して、下條村の自然や文化、暮らしを再認識していただくことで、下條村
への愛着を深め関係の維持を図ると共に、下條村の魅力や情報を、ＳＮＳを活用して、若者の視点
で発信することで下條村のＰＲに繋げられたらと考えています。
　「結の芽」は早稲田大学生で構成された、地域と連携するためのコミュニティで、各地で地域と
連携して活動を行っており、８月には、２１日（木）から２３日（土）の間で、結の芽の学生３名が
下條村に来て、高校生にＳＮＳの使い方や動画の編集方法の伝授、また、高校生と村内を探検し、
下條村の魅力や動画の素材探しを行ってくれました。
　インスタグラムのアカウント「むらまどのじかん」では、高校生が撮影、編集した下條村の魅
力あふれる動画等を高校生が発信していますので、フォローしていただけるとうれしいです。
　今後も、無理のない範囲で動画や写真の投稿を行う予定ですので、応援をよろしくお願いいた
します。



このページに関するお問い合わせは、振興課 建設係へ　電話　27−2311
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リニア発生土造成工事状況！リニア発生土造成工事状況！
　リニアトンネル掘削による発生土の運搬・盛土工事では引き続き事業用地内の伐採作業、配管工事、
盛土工事等を引き続き進めています。
　盛土工事は、前回のお知らせから火沢川のさらに下へ下へと工事用道路を造りながら最下流に設置
する調整池へ向けて工事を行っています（写真左上）。写真のとおり国道と山の斜面に挟まれた非常
に狭いスペースなのでこれまで以上に慎重に作業しております。引き続き周辺の環境にも配慮してリ
ニア発生土の受け入れを進めてまいります。
　また、秋の観光シーズン真っ盛りです。より一層、工事用車両出入口での安全管理やダンプトラッ
クの一定の車間距離を保つことで、地域の皆様・観光の皆様が安心して通行ができるよう心掛けてい
きますが、ご通行時にはご注意いただければ幸いです。

中央新幹線、風越山トンネル（上郷）特定建設工事共同企業体

今後も皆様の生活への影響に配慮しながら、工事を安全に進めてまいります今後も皆様の生活への影響に配慮しながら、工事を安全に進めてまいります

■工事に関するお問合せ先
中央新幹線、風越山トンネル（上郷）特定建設工事共同企業体 
住　所　⾧野県下伊那郡下條村睦沢２０８　　電　話　０２６０–３１–００８３

上空からの画像では、生い茂った
木々で見えませんが、狭い区間を
慎重に作業しています。



このページに関するお問い合わせは、福祉課 健康推進係へ　電話　27−1231
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「セルフメディケーション」を知っていますか？「セルフメディケーション」を知っていますか？
セルフメディケーションとは：自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は
自分で手当すること

BANSOUKOU

かぜかなと思ったら
栄養ドリンク剤を
飲んで早めに休む

けがをしたら
絆創膏をはる

頭痛がしたら市販薬を飲む

例えば…皆さんが普段からやっているこんなこともセルフメディケーションです

セルフメディケーションのメリットセルフメディケーションのメリット
①自分の体を大切にするようになり、健やかな毎日を送ることができる。
②病気の発症や重症化予防に役立ち、医療機関で診てもらう時間や手間を減らすことができる。
③結果として、医療費の増加を防ぐことにつながる。

セルフメディケーションのポイントセルフメディケーションのポイント
①日ごろから積極的にじぶんの健康を管理しましょう
○規則正しい生活、体に備わっている自然治癒力を高める：１日３食規則正しく食べ、十分
な睡眠、休息、定期的な運動をする習慣を身につける。
○毎年健診を受ける：受けるだけでなく、健診結果を見直し、生活習慣も見直す。自宅でも
体重測定、血圧測定をして記録することで健康への意識が高まる。
○正しい健康知識を身につける：病気や薬について信頼できる情報を集める。

②軽い不調は自分で手当する
○ＯＣＴ医薬品を活用する：日ごろ経験する症状（頭痛、かぜ、胃腸の調子が悪いなど）の
ときは、　処方箋なしに購入できるＯＣＴ医薬品（市販薬）などを使用して無理せず休む
○薬を正しく使う：ＯＣＴ医薬品を使うときは説明を読み、用法・用量を守る。
○かかりつけ薬局、薬剤師を持つ：ＯＣＴ医薬品などを購入する時はどの薬を選べば良いか
わからない、不安があるときは薬の専門家である薬剤師に相談する。
○お薬手帳を活用する：必ずお薬手帳を持参し医師や薬剤師に確認してもらう。新しく購入
する薬と今飲んでいる薬の成分との重複や飲み合わせに悪影響がないかチェックしてもら
う。お薬手帳が複数ある場合は１冊にまとめる。

セルフメディケーションで自分の健康は自分で守りましょう！
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Point １Point １   村営住宅初村営住宅初   「複合型住宅」 「複合型住宅」

Point ２Point ２  省エネ性、  防犯性、 省エネ性、  防犯性、  プライバシーの確保 プライバシーの確保

Point ３Point ３  住宅設備の充実住宅設備の充実

 フォトギャラリー フォトギャラリー

　多様な生活スタイルに応えるため、
一つの建物に 1Kと 2LDK、二つの間取
りを配置しました。

　全ての部屋に断熱性、遮音性に優れ
た二重サッシを採用。セキュリティに
強い玄関電子錠を設置。高さ 2.3m メー
トルまで立ち上げたベランダは、外か
らの視界を遮り、侵入を防ぎます。洗
濯物干しは腰壁内側に設置しました。

　エアコンとガスコンロ
を完備、収納も使いやす
いウォークインクロー
ゼットを採用。屋外には
個人物置を配置しました。

戸　数 ：１５戸（１Ｋ９戸・２ＬＤＫ６戸）
建設費 ：２８２，６８９千円
施工者：株式会社ヤマウラ飯田支店
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第１２メゾンコスモス第１２メゾンコスモス が完成しましたが完成しました
下條村 若者定住促進集合住宅下條村 若者定住促進集合住宅

　粒一北地区に令和６年８月から建設をすすめてきました、集合住宅「第１２メゾンコスモス」
が９月に完成しました。
　第１２メゾンコスモスは、多様化する生活様式に対応するため、家族世帯向け２ＬＤＫ居室を６戸、
単身世帯向けの１Ｋ居室を９戸と、一つの建物に二つの間取りを配置した、村で初めての複合型
の集合住宅となっております。
　定住人口の増加と地域コミュニティの活性化が期待されます。
　村民の皆様はじめ、関係された全ての皆様のご理解とご協力により無事完成となりましたこと
を心から感謝申し上げます。

名　称：下條村若者定住促進集合住宅「第１２メゾンコスモス」
所在地：下條村睦沢４６８番地
構　造：鉄筋コンクリート造 ３階建 

戸　数 ：１５戸（１Ｋ９戸・２ＬＤＫ６戸）
建設費 ：２８２，６８９千円
施工者：株式会社ヤマウラ飯田支店

ー施設概要ーー施設概要ー
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戦没者遺児による 慰霊友好親善事業の参加者募集戦没者遺児による 慰霊友好親善事業の参加者募集

長野県最低賃金のお知らせ
　長野県内の事業場で働く全ての労働者に適用される「長野県最低賃金」が、令和７年１０月３日から時
間額１，０６１円に改正されます。この機会にご確認ください。
　なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆
勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。
　また、中小企業・小規模事業者等に対する賃金の引き上げの環境整備、雇用の維持を図るための支援
策を実施しています。ご活用ください。

【お問い合わせ先】
「最低賃金」については、長野労働局労働基準部賃金室（☎ ０２６–２２３–０５５５）または最寄
りの労働基準監督署へ

【助成金に関するお問い合わせ先】
　業務改善助成金　長野労働局雇用環境・均等室　　（☎ ０２６–２２３–０５６０）
　キャリアアップ助成金　長野労働局　職業対策課　（☎ ０２６–２２６–０８６６）

　日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
　同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象と
して、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を実施するとともに、同地域の住民と友好親善をはかり、
恒久平和な社会の構築を希求することを目的としています。
　費用は、参加費として１０万円。
　付添希望者は要相談。また、戦争の悲惨さ、平和の尊さを語り継ぐことを目的に、戦没者の孫、ひ孫、甥、
姪の３親等以内の青年部が付添者として遺児に同行する場合には、実際にかかる旅行費用の３分の１の補
助が国から認められます。（遺児の参加費からではなく旅費の３分の１が補助）
　なお、同事業は令和７年度をもって終了となり、最後の実施となることから是非この機会にご参加を。

　参加者の高齢化を考慮し看護師が同行します。
　日程等の詳細は、日本遺族会事務局 ０３–３２６１–５５２１まで。
　お申込は、お住まいの各都道府県遺族会へ。

＜実施地域＞
①フィリピン　②ミャンマー
※相手国事情により、実施時期の変更や取り止めとなる場合があります。

稲葉クリーンセンターごみ持ち込み料金改定のお知らせ稲葉クリーンセンターごみ持ち込み料金改定のお知らせ
　南信州広域連合では、稲葉クリーンセンターに燃やすごみを直接持ち込まれる際の施設使用料金を改定しま
す。近年、施設に直接持ち込まれる燃やすごみの量が増えており、施設の適切な維持管理に必要な経費が高騰
しているため料金を改定します。引き続き、ごみの分別と稲葉クリーンセンターへ直接持ち込む燃やすごみの
減量にご協力ください。

１．改定内容
〇改定日：令和７年１０月１日
〇新料金：220円 /10kg（現行料金：180円 /10kg）
〇改定の理由
・搬入ごみ量増加により焼却炉稼働・維持管理費が増加
・薬剤費・人件費等の高騰

〇料金の改定等に関するお問い合わせ先
　南信州広域連合　飯田環境センター
　電話　０２６５‒２２‒４０６６
　メール kankyo.center@minami.nagano.jp
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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除
されます。
　控除の対象となるのは、令和７年中（令和７年１月１日から令和７年１２月３１日）に納めた保険料
の全額です（令和７年中に納めたものであれば、過去の年度分の保険料や追納した保険料も対象です）。
　令和７年中に納付した国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、年末調整や
確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
　このため、日本年金機構から、下記のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が対象の方に送付されます。お手元に届きましたら大切に保管し、年末調整や確定申告の際にご
利用ください。
　また、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は e-Tax で利用できる電子データでも受け
取ることができます。
　ご希望の方はマイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行っ
てください（電子送付希望の登録を行うと、登録後は書面の郵送が停止されます）。
　なお、ご家族（配偶者やお子様等）の国民年金保険料を支払っている場合も、その保険料につ
いて控除が受けられます。

対象者 送付方法 送付時期

①
令和７年１月１日から令和７年
９月３０日までの間に国民年金保
険料を納付した方

電子送付 令和７年１０月中旬から下旬にか
けて順次

郵　　送 令和７年１０月下旬から１１月上旬
にかけて順次

②

令和７年１０月１日から令和７年
１２月３１日までの間に国民年金保
険料を納付した方
（①の対象者は除きます。）

電子送付 令和８年１月下旬から順次

郵　　送 令和８年２月上旬

〈「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関するお問い合わせ〉
（１）控除証明書相談チャット（２４時間対応）
　　（https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/chatbot.html）
　　お問い合わせに対話形式で２４時間自動対応するチャットボットを開設しています。
　　「相談チャット総合窓口」へアクセスし、「控除証明書」を選択してください。

（２）日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」の概要、よくあるご質問（Q＆A）等を掲載し
ています。

（３）ねんきん加入者ダイヤル
◆電話番号　（ナビダイヤル）０５７０–００３–００４
　０５０から始まる電話でおかけになる場合　（東京）０３–６６３０–２５２５
◆受付時間　・月〜金曜日　　　８：３０ 〜 １９：００
 　　　　　・第２土曜日※　　９：３０ 〜 １６：００
 　　　　　　※第２土曜日以外の土・日・祝日、１２／２９〜１／３はご利用いただけません。
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１０月は「里親月間」です１０月は「里親月間」です
あたたかな家庭で子どもの育ちをサポートする制度あたたかな家庭で子どもの育ちをサポートする制度

里親制度をご存知ですか？里親制度をご存知ですか？
「家庭で育つ幸せを、子どもたちに」

 詳しくはこちらへお問い合わせ下さい

　フォスタリング機関にじ…………… ☎ ０２６５–４８–０２３１（飯田市在住の方）
　飯田児童相談所……………………… ☎ ０２６５–２５–８３００（飯田市以外在住の方）
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す
。

　

ま
た
新
築
・
増
築
・
改
築
だ
け
で

な
く
、
取
壊
し
の
家
屋
も
あ
り
ま
し

た
ら
、
合
わ
せ
て
報
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
本
調
査
は
固
定
資
産
税
に
関
す
る

も
の
で
、
家
屋
と
み
な
さ
れ
る
附

属
屋
（
納
屋
・
車
庫
）
等
の
異
動

に
つ
い
て
連
絡
く
だ
さ
い
。

報
告
が
必
要
な
家
屋

○
通
常
の
住
宅

○
基
礎
や
壁
の
あ
る
納
屋
・

物
置
・
車
庫
等

○
壁
や
シ
ャ
ッ
タ
ー
で
囲
ま
れ
た

鋼
製
の
車
庫

報
告
が
不
要
の
家
屋

○
ブ
ロ
ッ
ク
へ

据
え
置
く
タ
イ
プ
の
物
置

○
壁
が
な
く
、
屋
根
の
み
の
車
庫

　

令
和
七
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、物
価
上
昇
局
面
に
お
け
る
税
負

担
の
調
整
及
び
就
業
調
整
対
策
の

観
点
か
ら
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

②
各
種
扶
養
控
除
等
に
係
る
所
得

要
件
額
の
引
上
げ

③
大
学
生
年
代
の
子
等
に
関
す
る

特
別
控
除
（
特
定
親
族
特
別
控

除
）
の
創
設

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

ご
不
明
な
点
は
、
役
場
住
民
税
務

課
税
務
会
計
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

（
０
２
６
０ｰ
２
７ｰ
２
３
４
６
）
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第
三
十
二
回
下
條
村
駅
伝
大
会
を
開
催
し
ま
す
！

第
三
十
二
回
下
條
村
駅
伝
大
会
を
開
催
し
ま
す
！

　

十
一
月
九
日（
日
）に
、
第
三
十
二
回
下

條
村
駅
伝
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ス
タ
ー
ト
時
刻
は
午
前
十
一
時
。

　

六
区
間
、
全
長
十
五
・
二
km
の
コ
ー
ス

を
走
り
ま
す
。

　

コ
ー
ス
は
、
下
條
村
役
場
を
ス
タ
ー
ト

し
、
親
田
選
果
場
、
中
原
公
民
館
を
経
由
、

い
き
い
き
ら
ん
ど
下
條
で
折
り
返
し
、
再

び
役
場
を
目
指
し
ま
す
。

　

参
加
申
し
込
み
は
、
十
月
十
七
日（
金
）

ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
期
日
が
迫
っ
て
お

り
ま
す
の
で
、
参
加
を
お
考
え
の
皆
さ
ま

は
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
　
込
　
方
　
法

　

九
月
十
六
日
に
お
配
り
し
ま
し
た
チ
ラ

シ
に
よ
り
、
教
育
委
員
会
ま
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

　

例
年
多
く
の
皆
さ
ん
が
沿
道
で
声
援
を

送
り
、
大
会
を
盛
り
上
げ
て
く
れ
て
い
ま

お
住
い
の
皆
様
、

通
行
さ
れ
る
皆
様
へ
お
願
い

　

申
込
部
門
は
、

①
小
学
生
の
部
、

②
中
学
生
の
部
、

③
女
子
の
部
、

④
村
内
の
部
の

四
つ
で
す
。

　

チ
ー
ム
は
、
一

チ
ー
ム
六
名
編
成

で
す
。（
補
欠
一

名
ま
で
登
録
可
）。

　

大
会
当
日
は
、
車
道
を
選
手
が
走
行
し

た
り
、
大
会
関
係
車
両
が
コ
ー
ス
上
を
低

速
で
走
行
し
た
り
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

村
内
の
一
部
道
路
で
は
混
雑
が
起
き
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

近
隣
に
お
住
い
の
皆
様
や
、
道
路
を
通

行
さ
れ
る
皆
様
に
は
、
ご
不
便
や
ご
迷
惑

を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
安
全
な
大
会

の
開
催
の
た
め
、
何
卒
ご
理
解
ご
協
力
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

英会話教室のお知らせ英会話教室のお知らせ
　教育委員会では、毎週木曜日の夜に、村民セ
ンターにて英会話教室を開催しています。
　講師は、小中学校のＡＬＴを務めるアメッド・
ムニーブ先生。下條村に長くお住まいで親しみ
やすい先生です。
　英語が得意な方から、これから話せるように
なりたい！という方まで、どんな方でもご参加

いただけます。
　年間を通じて開催しており、年度の途中からのご参加も可能です。ご興味のある方はぜ
ひ一度見学にお越しください。
　※教室は大人向けです。小学生以下のお子さんのみでの参加はできません。

〇 開催日時
毎週木曜日、１９時３０分 ～ ２１時
※小中学校の長期休暇中はお休みです。（１月１日、３月１９日、２６日）

〇 場　　所
村民センター　第１・第２会議室（１月～３月は第３会議室）

す
。

　

駅
伝
大
会

へ
出
場
さ
れ

な
い
方
も
、

ぜ
ひ
会
場
や

沿
道
へ
お
越

し
い
た
だ

き
、
走
者
へ

の
熱
い
ご
声

援
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い

た
し
ま
す
！

あ
し
た
む
ら
ん
ど
だ
よ
り

あ
し
た
む
ら
ん
ど
だ
よ
り

あ
し
た
む
ら
ん
ど
だ
よ
り

あ
し
た
む
ら
ん
ど
だ
よ
り
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下
條
村
立
図
書
館
は
、
平
成
七
年

七
月
七
日
に
開
館
し
、
令
和
七
年
七

月
七
日
で
三
十
周
年
を
迎
え
ま
し

た
。

　

こ
の
節
目
の
年
に
、
図
書
館
の
利

用
冊
数
が
累
計
二
百
万
冊
を
突
破
し

ま
し
た
。

　

記
念
す
べ
き
二
百
万
冊
目
を
借
り

た
の
は
、
九
月
十
日
の
夕
方
に
来
館

し
た
斉
藤 

朱
里
さ
ん
。
日
ご
ろ
か

ら
図
書
館
を
利
用
し
て
い
る
小
学
生

の
お
子
さ
ん
で
す
。

　

前
後
賞
は
、
同
じ
く
小
学
生
の
小

林 

輝
翔
さ
ん
と
外
山 

鈴
佳
さ
ん
。

普
段
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
図
書
館
に

親
し
み
、
活
用
し
て
く
れ
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

当
日
、
ピ
タ
リ
賞
・
前
後
賞
の
三

人
に
は
、
金
田
憲
治
村
長
よ
り
記
念

証
書
と
図
書
カ
ー
ド
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。
金
田
村
長
は
「
本
を
読
む
と
、

想
像
力
が
豊
か
に
な
る
。
こ
れ
か
ら

も
た
く
さ
ん
本
を
読
ん
で
」
と
子
ど

も
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
ま
し
た
。

★
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
ト
ー
ト
バ
ッ
グ
は
販

売
も
行
っ
て
い
ま
す
。（
各
千
円
）

在
庫
限
り
で
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
図
書
館
と
同
じ
く
今
年

三
十
周
年
を
迎
え
た
道
の
駅
信
濃
路

下
條
と
村
そ
ば
栽
培
生
産
者
組
合
と

コ
ラ
ボ
し
た
生
そ
ば
引
換
券
や
、
村

オ
リ
ジ
ナ
ル
缶
バッ
ジ
セ
ッ
ト
（
カ
ッ
セ

　

是
非
気
軽
に
図
書
館
へ
足
を
運
ん

で
い
た
だ
き
、
本
と
の
新
し
い
出
会

い
や
地
域
の
方
々
と
の
交
流
を
楽
し

ん
で
く
だ
さ
い
！

冊
。
小
規
模
な
が
ら
も
地
域
に
密
着

し
た
運
営
を
続
け
、
こ
ど
も
か
ら
大

人
ま
で
幅
広
い
年
代
に
親
し
ま
れ
て

き
ま
し
た
。

　

今
回
の
貸
出
数
二
百
万
冊
達
成

は
、
村
の
皆
さ
ん
一
人
一
人
の
利
用

が
積
み
重
な
っ
て
実
現
し
た
大
き
な

成
果
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
図
書
館
は「
本
を
通

じ
て
学
び
と
出
会
い
を
広
げ
る
場

所
」と
し
て
、
利
用
者
の
皆
さ
ん
と
と

も
に
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

利
用
冊
数
二
百
万
冊
達
成
！

利
用
冊
数
二
百
万
冊
達
成
！

講
師　

鎌
田　

實 

先
生

日
時　

令
和
八
年
三
月
二
十
日

　
　
　

午
後
（
時
間
未
定
）

場
所　

コ
ス
モ
ホ
ー
ル

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　
【
医
師
・
作
家
】　

東
京
医
科
歯
科

大
学
医
学
部
卒
業
後
、
諏
訪
中
央
病

院
へ
赴
任
。
三
十
代
で
院
長
と
な
り

赤
字
病
院
を
再
生
。
地
域
包
括
ケ
ア

の
先
駆
け
を
作
っ
た
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
、
イ
ラ
ク
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の

国
際
医
療
支
援
、
全
国
被
災
地
支
援

に
も
力
を
注
ぐ
。
現
在
、
諏
訪
中
央

病
院
名
誉
院
長
、
日
本
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
連
帯
基
金
顧
問
、JIM

-N
ET

顧
問
、
地
域
包
括
ケ
ア
研
究
所
所

長
、
風
に
立
つ
ラ
イ
オ
ン
基
金
評
議

員
（
他
）。
武
見
記
念
賞
受
賞
。

　

＊
当
日
は
、
祝
日
開
館
日
で
す
。

図
書
館
開
館
三
十
周
年
及
び

図
書
館
開
館
三
十
周
年
及
び

　
図
書
館
友
の
会
十
周
年

　
図
書
館
友
の
会
十
周
年

記
念
講
演
会
の
お
知
ら
せ

記
念
講
演
会
の
お
知
ら
せ

イ
カ
マ
ン
＆

か
ら
み
ん
）

の
プ
レ
ゼ
ン

ト
も
あ
り
ま

し
た
。

　

現
在
、
図

書
館
の
蔵
書

数
は
約
十
万

　

ピ
タ
リ
賞
・
前
後
賞
の
ほ
か
、

二
百
万
冊
達
成
後
に
来
館
さ
れ
た
皆

さ
ん（
十
人
）に
も
記
念
日
賞
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。
開
館
三
十
周
年
記
念
と

し
て
制
作
さ
れ
た
記
念
画
を
プ
リ
ン

ト
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
ト
ー
ト
バ
ッ
グ

の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
、
来
館
者
か
ら
は

驚
き
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
記
念
画
を
描
い
た
画
家
の

新
井
淳
夫
さ
ん
（
吉
岡
）
も
来
館
し

二
百
万
冊
達
成
を
祝
い
ま
し
た
。
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このページに関するお問い合わせは、社会福祉協議会へ　電話　27−2858

　下條村社会福祉協議会では、国内災害義援金・海外救援金の募集を役場関係施設４箇所へ設置
した募金箱と、社会福祉協議会の窓口とで行っています。
　皆様からお寄せいただいた義援金・救援金は、日本赤十字社長野県支部へ送金し、被災者や
国際赤十字社等へ届けられています。

【国内災害義援金と海外救援金について】
①国内災害義援金

　日本国内の災害に対し、日本赤十字社本社から被災地都道府県に設置される災害義援金配分委員会を
通じて、被災地の方々の生活支援に役立てられるため、全額が被災者へ届けられています。

②海外救援金
　海外の災害に対し、国際赤十字社や現地の赤十字社等が実施する救援復興活動を支援すると共に、
周辺国などの災害対策や救援物資の備蓄等を行うために使われています。

①令和６年能登半島大雨災害義援金	 ６３，９６１円
　（募金箱追加＋村内商店・飲食店・医療機関１３ヶ所）
②令和６年沖縄県北部豪雨災害義援金	 ２，２１０円
③令和６年大船渡市赤崎町林野火災義援金	 ３５，０４６円
④２０２５年ミャンマー地震救援金	 ４，５５０円
⑤令和７年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金	 １５，５２７円

⑥令和７年台風第８号に伴う災害義援金	  ３，２２６円

⑦令和７年８月６日からの大雨災害義援金	 １，４０６円

⑧令和７年台風第１２号災害義援金	 （募集中）

⑨令和７年台風第１５号災害静岡県義援金	 （募集中）

①令和６年９月能登半島大雨災害義援金	 １０，０００円
②レバノン人道危機救援金	 ５，０００円
③令和６年沖縄県北部豪雨災害義援金	 １０，０００円
④令和６年大船渡市赤崎町林野火災義援金	 １０，０００円
⑤２０２５年ミャンマー地震救援金	 ５，０００円
⑥令和７年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金	 １０，０００円

⑦令和７年台風第８号に伴う災害義援金	  １０，０００円
⑧令和７年８月６日からの大雨災害義援金	 １０，０００円
⑨２０２５年アフガニスタン地震救援金	 （募集中）
⑩令和７年台風第１２号災害義援金	 （募集中）
⑪令和７年台風第１５号災害静岡県義援金	 （募集中）

　又、日赤奉仕団で回収したアルミ缶等を換金し、昨年１０月５日以降本年１０月３日までに送金した義援金・　又、日赤奉仕団で回収したアルミ缶等を換金し、昨年１０月５日以降本年１０月３日までに送金した義援金・
救援金は次のとおりです。救援金は次のとおりです。

各義援金・救援金の１０月３日現在（昨年１０月３日現在報告後）の募集実績状況を報告します。

国内災害義援金・海外救援金の募集へのご協力ありがとうございます国内災害義援金・海外救援金の募集へのご協力ありがとうございます

日赤奉仕団より アルミ缶等回収について日赤奉仕団より アルミ缶等回収について
　下條村日赤奉仕団では、団の活動資金並びに災害による被災地への義援金及び救援金の募金を目的として
「アルミ缶等の回収」を行っており、奉仕団員のみならず村民の皆様方のご協力にお礼申し上げます。
　その回収方法と注意点について改めてお知らせしますので、ご協力をお願いします。

⒈ 回収するもの：資源としてリサイクルするためのアルミ缶等
（飲み物の缶の他に、缶詰の缶･蓋も可。つぶしてなくても構いませんが、できればつぶしていただけると助かります。）
⒉ 回収場所：いきいきらんど下條の駐車場にあるナカタ商事のコンテナ
⒊ 回収日時：いつでも
⒋ 回収できない物：
①上記以外のアルミ類
（汚れている物、中身が残っている物、スプレー缶、天ぷらガード、白髪染めや塗り薬のチューブ等、鍋等のアルミ製品）

②スチール缶（　     の表示がある物、磁石にくっつく物）

　※お問い合わせ先
　　日赤奉仕団事務局　下條村社会福祉協議会　（いきいきらんど下條内）☎２７–２８５８
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村
の
人
事

☆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
に

中
村
昭
博
氏
選
任

　

固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
は
、
任

期
満
了
に
伴
い
、

長
年
ご
活
躍
い
た

だ
い
た
、
堀
尾
伸
夫
氏
（
小
松
原
）
が
退

任
さ
れ
、
新
た
に
、
中
村
昭
博
氏
（
明
地

原
）
が
新
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
令
和

十
年
九
月
三
十
日
ま
で
で
す
。

▶９月３０日　敬老記念行事が
９０人以上の高齢者の参加に
より賑やかに開催されました。
式典後は音楽の宴と題して

「小山流 こまくさの会」の皆さ
んによる津軽三味線、「下條太
鼓 鼓結」の皆さんによる太鼓
の演奏、松川町出身のお笑い
芸人 松尾アトム前派出所さん
による楽しいお笑いライヴが
あり、大いに盛り上がりました。

▲１０月４日　小学校の運動会が開催さ
れました。あいにくの天候となり、プ
ログラムの一部を短縮して行いました。
雨にうたれながらも、子どもたちはい
きいきとした表情で、日ごろの練習の
成果を披露していました。

▶８月３１日　総合防災訓練が
全地区で行われました。こ
の訓練を基に周辺の危険箇
所の確認、身の回りの安全
確認をお願いします。

▶９月２７日　中学校の清明
祭が開催されました。ク
ラスや個人で取り組んで
きた学習や活動の成果発
表や作品展示などが行わ
れました。子どもたちが
一丸となって取り組んだ、
素晴らしい文化祭となり
ました。　

応急救命訓練（新井）応急救命訓練（新井）炊き出し訓練（相田）炊き出し訓練（相田）

令和7年８月から
令和7年10月まで


